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一、はじめに

（一）問題の所在
　1952年４月19日、法務府民事局長（村上朝一）
通達第438号「平和条約に伴う朝鮮人台湾人等に
関する国籍及び戸籍事務の処理について」（法務
局長・地方法務局長宛。以下、民事局長通達）は、
朝鮮人・台湾人の国籍について次のように定め
た。
　

（一）朝鮮及び台湾は、条約発効の日から日
本国の領土から分離することになるので、こ
れに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住
している者を含めてすべて日本の国籍を喪失
する。
（二）もと朝鮮人又は台湾人であった者で
も、条約の発効前に内地人との婚姻、縁組等
の身分行為により内地戸籍に入籍すべき事由
の生じた者は、内地人であって、条約発効後
も何らの手続を要することなく、引き続き日
本の国籍を保有する。
（三）もと内地人であった者でも、条約の発
効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組
等の身分行為により内地の戸籍から除籍せら
れべき事由の生じた者は、朝鮮人であって、
条約発効とともに日本の国籍を喪失する。

（四）〔略〕
（五）条約発効後に朝鮮及び台湾人が日本の
国籍を取得するには、一般の外国人と同様
もっぱら国籍法の規定による帰化の手続によ
ることを要する

　
　この民事局長通達により、52年４月28日の対日
講和条約発効をもって朝鮮人・台湾人は日本国籍
を喪失した。すでに日本政府は外国人登録令
（1947年５月２日公布・施行）の適用に限り、在
日朝鮮人及び一部の台湾人は「当分の間、これを
外国人とみなす」（第十一条）として、入国の禁
止、外国人登録義務、登録証の官公吏への呈示義
務、同令違反時の罰則と退去強制の対象とした
が、出入国管理令（以下、入管令）の適用対象か
らは除外されていた。この通達により「内地に在
住している」朝鮮人・台湾人は「日本の国籍を有
しない者」となり、全面的に入管令と外国人登録
法（52年４月28日公布・施行）上の「外国人」と
して扱われることになったのである（１）。
　この国籍喪失措置は在日朝鮮人・台湾人を無権
利状態へと放逐する結果をもたらした。なぜな
ら、日本国憲法は国籍による差別禁止の規定を持
たず、人権の享有主体を「国民」に限定し、実際、
戦後日本の社会保障法制のほとんどがその対象を
日本国民としたためである。このため、講和条約
発行時に在日朝鮮人に国籍選択権を与えるという
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選択肢は無かったのかが関心を集めることにな
る。
　松本邦彦によれば、日本政府・外務省は1946年
１月ごろから対日講和条約の具体的検討を始める
が、当初、在日朝鮮人の国籍の問題は送還とセッ
トで考えられていた。このため、在日朝鮮人に国
籍選択権を与え、朝鮮国籍を選択した者について
は日本政府が「退去を命ずる権利」を有するとす
る案であった。しかし、1950年７-９月頃に、在
日朝鮮人の共産主義者が日本国籍を取得すること
を忌避した吉田茂のイニシアチブもあり、国籍選
択権を認めず日本国籍の取得は国籍法による「帰
化」のみとする方針へと転換し、国籍喪失措置が
採られることになった（２）。
　それでは、当事者たる在日朝鮮人はこの国籍喪
失措置にどのように対応したのだろうか。講和条
約発効当時、在日朝鮮人団体は国籍喪失措置につ
いて特に言及していない。このため、在日朝鮮人
による国籍喪失措置への異議申立は、1969年10月
23日の宋斗会氏の京都地裁への提訴を待たなけれ
ばならなかった。当時、在日朝鮮人団体は国籍問
題をどのように理解していたのだろうか。また、
本当に国籍選択権をめぐる議論は無かったのか。
本稿では、朝鮮解放から1953年頃までの在日朝鮮
人の国籍選択権をめぐる議論の検討を通じて、こ
れらの問いに応えたい。
　
（二）先行研究
　本稿の課題である在日朝鮮人による国籍選択問
題への対応について取り組んだ先行研究は多くは
ないが、ここでは文京洙と小林知子の指摘に触れ
ておこう。当時の在日朝鮮人団体は日本国籍喪失
措置にさしたる反発を示さなかったが、文はその
理由として、「『単一民族国家』という発想」を民
族団体もまた日本人と共有していたことをあげる
（３）。つまり、日本国民＝日本民族という等式は、
在日朝鮮人団体にとっても自明であったために反

対しなかったという理解である。これに対して、
小林知子は、当時の状況に即せば、朝鮮戦争下の
在日朝鮮人にとっては強制送還と結びついた韓国
国籍「強制」の問題こそが重要だったのではない
かと指摘した（４）。確かに、国籍選択にあって在
日朝鮮人団体が関心を寄せたのが、日本／朝鮮で
はなく、北／南であったこと、また、強制送還－
在留権こそが最大の問題であったことは事実であ
る。これらの指摘はいずれも傾聴に値するもので
あるが、在日朝鮮人の国籍選択に関する論調を実
証的に論じたものではなく、より仔細な検討が必
要である。
　他方、日本国籍喪失措置に関する研究は法学や
政策史研究の分野での一定の蓄積がある。大沼保
昭は国際法学の立場から、民事局長通達とそれを
追認する判例の論理を、第一次・第二次大戦後に
おける国籍変更に関する国際慣例の検討に基づい
て批判した（５）。また、田中宏、松本邦彦、飛田
雄一は、日本外務省や国会における議論を検討
し、当初は外務省内に存在した在日朝鮮人に国籍
選択権を与える案が、いかなる過程をへて一律的
に国籍を喪失させる方式へと帰着したのかを明ら
かにした（６）。金太基は講和条約調印後に始まっ
た日韓予備会談・第一次会談における在日朝鮮人
の法的地位交渉を検討し、日韓双方が、在日朝鮮
人が一律に韓国国籍を取得することで一致してい
たことを明らかにした（７）。
　ただ、これらの研究は在日朝鮮人の国籍論の検
討を、日本と韓国政府、あるいは日本と連合国間
の「外交史」の次元に限定している。講和会議や
日韓予備会談の開始より以前に、在日朝鮮人団体
は国籍問題をめぐって日本政府と交渉を重ねてい
た。これらの交渉における在日朝鮮人団体の主張
と、韓国政府のそれは同じものなのか、それとも
ズレがあるのかは検討の余地がある。日本政府と
の交渉を担った当時最大の民族団体・在日本朝鮮
人連盟（以下、朝連）が、朝鮮民主主義人民共和



　  植民地の独立と人権─在日朝鮮人の「国籍選択権」をめぐって

─51─

国を支持し、韓国政府と対立的な立場にあったこ
とを考えると、「ズレ」を再検討することの重要
性は明らかと思われる。
　
二、在日朝鮮人の国籍・在留権と戸籍

（一） 「臣民」に対する送還権限行使か、「外国人」
としての居住権保障か

　はじめに、敗戦直後の日本政府と在日朝鮮人団
体が、朝鮮人の国籍についていかなる立場にあっ
たかをみよう。
　日本政府は、朝鮮への主権は日本が講和条約ま
で維持し、よって朝鮮人の日本国籍も条約発効ま
で変わらないとの立場を採った。45年８月24日の
終戦処理会議は、「朝鮮ニ関スル主権ハ独立問題
ヲ規定スル講和条約批准ノ日迄法律上我方ニ存ス
ル」とし、ポツダム宣言受諾にもかかわらず、朝
鮮に対する主権を引き続き日本が有するとの立場
に立ったのである（８）。このため、朝鮮人もまた
引き続き「帝国臣民」であり、独立国民の立場は
認められないとした。日本政府がこのような立場
を採ったのは、「臣民」として日本の警察権に服
させ、在日朝鮮人による労働争議や帰還要求を封
じ込めるためであったと思われる。
　これに対し、連合国は「初期の基本指令」（45
年11月１日）において「台湾系中国人及び朝鮮人」
は「軍事上の安全の許す限り解放人民として取り
扱」い、「指令に使用されている『日本人』とい
う語には含まれないが、彼らは、日本臣民であっ
たのであり、必要の場合には、貴官〔引用者：連
合国軍最高司令官マッカーサー〕は、敵国民とし
て処遇してよい」とした（９）。一見、日本の立場
とは異なるように見えるが、すでに先行研究が指
摘するように、この「解放人民」規定は「リップ・
サービス」に留まり（10）、GHQはほとんどの場面
で日本政府が朝鮮人を「臣民」として扱うことを
容認したのである。

　他方で日本政府は、朝鮮人に対する送還権限を
確保し、在留権を承認しなかった。内務省警保局
長は46年３月26日、朝鮮人団体の犯人奪還や釈放
要求、官公署や事業主への要求を慎むことを伝
え、違反者には「強制送還ノ方途ヲ講ズ」るとし
た（11）。植民地期に警察は在日朝鮮人を恣意的に
朝鮮へと送還したが、こうした治安政策としての
送還を今度は占領軍と協力して続けようというも
のであった。日本国憲法施行前日の1947年５月２
日に公布・施行された「外国人登録令」が在日朝
鮮人・台湾人を対象としたことにより、こうした
送還権限の行使が法制度として整えられることに
なる。
　つまり、日本支配からの離脱は認めず（しかし
日本国憲法上の「国民」には包含せず）、他方で
在留権も認めないというのが敗戦後日本の在日朝
鮮人への取扱いであった。
　これに対し、在日朝鮮人団体は当初、自らの法
的地位を「連合国民」あるいは「凖連合国民」で
あると位置づけたようだ。日本共産党機関紙の
『アカハタ』は、45年12月８日に朝連神奈川県本
部主催で開かれた「朝鮮独立促成人民大会」では、
県知事に対し「連合国民として朝鮮人に四合五勺
配給などを要求」した、と報じた（12）。46年11月
１日の朝鮮人生活権擁護委員会全国代表者会議
は、「朝鮮人は人道上当然連合国民に準ずるもの
として、待遇を受けるべき」とし、「準連合国人
待遇」を求めた。その根拠は、「いかなる国民よ
り朝鮮人は日本の帝国主義的侵略により大なる被
害」を蒙ったことに加え、「朝鮮政府が樹立され
たならばその暁は朝鮮は当然国際連合の加盟国と
なるに相違ない」の二点であった（13）。
　他方で、在日朝鮮人団体は在留権の保障を求め
た。当時は恣意的に送還されず居住する権利とい
う意味で「居住権」という言葉が用いられており、
この保障を求めることは在日朝鮮人諸団体の共通
した要求であった。在日本朝鮮居留民団（以下、
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民団）結成大会（46年10月３日）の「連合軍司令
部及日本政府に対する要求事項」は「居住の自由
を確保すること」と「独立国民の資格を保障する
こと」を挙げており（14）、この点は朝連と民団は
同一であった。外国人登録令の制定に際しても、
朝連は「正当な外国人待遇」と在留権の保障を求
めて交渉した（15）。
　
（二）「帰化」「転籍」を求める声
　在日朝鮮人団体はこのように、日本政府の「臣
民」として独立を認めず、他方で送還権限を行使
するという取扱いに対し、「外国人」としての正
当な待遇と居住権の保障を対置した。それゆえ
に、この頃の民族団体の議論のなかで「国籍選択」
が話題になることは無かった。
　しかし、「国籍選択」が当時の在日朝鮮人のあ
いだで全く話題にならなかったわけではない。
「朝鮮人の登録」と題された GHQ法務局（Legal 

Section, LS）のファイルには、1947年７月24日付
の以下のようなマッカーサー宛の手紙がある（16）。
　

「さて不肖は残留朝鮮人でございますが数年
前日本婦人と結婚しまして妻は朝鮮籍に入籍
現在三人の娘がおります。うち今年六才にな
る長女は結婚当時単身戸主でありました妻の
家を相続、日本籍に入籍したるも未成年の為
実父の不肖法定後見人となっております。都
合戸籍上長女が二人になっております。
　こういう事情により日本に残留帰化を希望
するものでございまして戦時中より転籍の機
会を待っていましたが機を得ず終戦となりカ
イロ・ポツダム宣言の議定により実質上朝鮮
は外国となりました。でかねてのこの問題を
早急に解決すべく、国会議員其他を通じ日本
政府、裁判所、其他機関の意向を質したとこ
ろ、講和条約締結までは方法なく、また条約
が締結されたとしても朝鮮に独立政府なき

為、将来においても見込がつかぬとの見解を
表明、政府自体如斯問題の自主的処理の積極
的意思なきものヽ如く存ぜられます。
　講和条約調印時に於てこれら旧日本領住民
に国籍選択の自由を付与されるものや否や疑
問に存じています。
　現在日本政府の朝鮮人取扱をみればある法
によっては日本人扱をし、またある法により
ては朝鮮人として外国人扱をする実情に鑑む
れば、相矛盾したるものを感じられますため
に、日本国籍の取得が出来ず実社会に於て国
籍人種的感情偏見により差別的待遇を受ける
現情にあり、就職も意の如くゆかず失業の
まヽ今日あるに及び、このインフレ激動のと
き妻子を路傍に迷わす危機に直面いたしてお
ります。
　勇気がないとおっしゃればそれまでのこと
ですが、政治的にもはたまた人事的にもデリ
キ〔ママ〕イトな問題だけになやんでおりま
す。
　何卒右事情ご賢察下さいまして、一日も早
く転籍またわ帰化促進方お取計下さいますよ
うお願申し上げます。

　
　一九四七年七月二十四日
　長崎県西彼杵郡長与村岡郷五八四
小林哲 印
Tetsu Kobayashi

　
連合国最高司令官
ダグラス　マックアーサー元帥　閣下」

　
　これは「小林哲」なる朝鮮人男性の、日本への
残留と「帰化」あるいは「転籍」を求める手紙で
ある。この人物については、「国会議員其他を通
じ日本政府、裁判所、其他機関の意向を質した」
とあるため、社会的地位の高い人物であったこと
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が推測できるが、それ以上のことはわからない。
　この手紙で興味深いのは「講和条約調印時に於
てこれら旧日本領住民に国籍選択の自由を付与さ
れるものや否や疑問に存じています」と、国籍選
択の機会が与えられないだろうという予測に立
ち、「帰化」あるいは「転籍」を求めているとこ
ろにある。国籍選択の問題に触れた数少ない事例
といえる。日本政府は在日朝鮮人は依然として日
本国籍を失っていないと主張する。よって、日本
国籍保持者が日本国籍へと「帰化」することは法
形式上不可能、との見解だった。
　
（三）「転籍」とは何か──植民地支配と戸籍
　小林が「帰化」とあわせて求めた「転籍」とは
何だったのだろうか。これについては、植民地期
の戸籍制度についての若干の説明が必要である。
　植民地期における日本人とその他の民族の区別
は戸籍によりなされていた。日本（「内地」）には
戸籍法が、朝鮮には朝鮮民事令及び朝鮮戸籍令が
定められ、これらの戸籍の区別が植民地の民族別
の序列化を可能にした。このため、朝鮮に本籍を
有する者が、「内地」に本籍を移すこと（転籍、
移籍）は、婚姻（朝鮮人が日本人の戸籍に「入籍」
する場合）や養子縁組など、一部の例外を除き不
可能であった。
　小林の場合、「妻は朝鮮籍に入籍」とあるので、
婚姻により小林が「内地」の戸籍に転籍したので
はなく、日本人である妻が朝鮮戸籍に「入籍」し
たことがわかる。この場合、小林の妻は「朝鮮人」
として外国人登録の対象となった。内務省は外国
人登録令における「朝鮮人」は「朝鮮戸籍令の適
用を受けるべきものとすること」と定めたためで
ある（17）。つまり、「転籍」は、小林やその妻・娘
にとって外国人登録令のくびきから脱することを
も意味したのであり、小林にとっては切実な要望
であったといえよう。
　実は、「転籍」の困難については、植民地期よ

り改善を求める声があった。例えば、1944年10月
24日付の『読売報知』には「内地」在住の朝鮮人
によるものと思われる次のような投書が掲載され
た（18）。
　

　先ごろ半島にも徴兵制が施行され、全半島
人あげて君恩に報い奉らんと総蹶起し、内地
に定住する半島人も、心身ともに日本人たる
の覚悟を新たにしているのは実に喜ばしいこ
とだ。内地に永住せんとする者、また永住し
ている者にとっての悩みであり苦痛である転
籍について一言希望するところを述べたい。
　半島に本籍のあるものは規則上内地への転
籍はできない。内地在住の半島人の戸籍抄謄
本の請求その他戸籍に関する事項はすべて本
籍地まで行かねば用が足りない。旅行の不
便、不自由な時これは実に痛手である。この
際半島人の内地への転籍を許可して戴けたら
と思うが、現行法規では不可能であるなら
ば、五年或は十年以上内地に寄留する者だけ
にでも何か便法を講じて欲しいと思う。これ
はすべての半島人の希望といってよい。
　私たちは最後の血の一滴まで米英撃滅に邁
進する決意をもっている。日本人の誇りを
もって聖戦の一翼を分担したいと念願してい
る。この切実な半島人の叫びにぜひ耳を傾け
て戴きたい。そして転籍の問題もできるだけ
速かに改善するよう御努力をお願いする。一
部半島人の無自覚、無節操のためにこの問題
を等閑視することのないよう衷心から希望し
ます。（半島・甲珍生）

　
　この投書は、戦時期日本が掲げた「内鮮一体」
の論理の延長線上に、「五年或は十年以上内地に
寄留する者だけにでも何か便法を講じて欲しい」
と、「内地」在住期間の長い者に対する「転籍」
の許可を求めたものである。日本政府はこうした
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声をうけて、1944年12月22日の閣議決定「朝鮮及
び台湾同胞に対する処遇改善に関する件」に「八、
移籍ノ途ヲ拓クコト」の項目を設けたが、結局こ
れが実施することはなかった（19）。
　上にみた1947年の小林の手紙は、こうした「内
地」在住者の「転籍」要求の延長線上にあるとみ
てよいだろう。すでにみたように、民族団体はい
ずれも「外国人」としての地位の承認を求めたた
め、小林のような要望は、マッカーサーへの直訴
という方法以外にそれを伝える方法がなかったも
のと思われる。
　しかし、小林の要望は実現しなかったものと思
われる。49年１月26日、法務庁民事局長は青森県
三戸地方事務所長の「朝鮮人の日本帰化（入夫、
養子等）の申請要求あった場合の事務手続」に関
する「朝鮮は独立国として認められていないの
で、帰化ということは不可能と存するが如何」と
の問い合わせに対し、「朝鮮人については帰化の
問題は生じない」と回答した（20）。これは、講和
条約発効まで「帰化」できないことはもちろん、
「入夫、養子等」も不可能であったように読める。
　日本政府は、朝鮮に政府が成立した後も、国籍
に関する見解を変えることは無かった。朝鮮では
1948年８月15日に大韓民国が、９月９日には朝鮮
民主主義人民共和国がそれぞれ成立する。しか
し、49年４月28日、兼子一法務調査意見長官は、
奥野健一参議院法制局長宛に「日本在住の朝鮮人
は現在日本国籍を失ったものとは解せない」との
見解を示し、その理由として「朝鮮人の国籍は講
和会議において正式に決定されるものであり、現
在は未確定の状態にある。条約締結に至っていな
い現在彼等は日本国籍を失っていないというべき
で、殊に日本在住のものに関してはそういえる」
と説明した（21）。
　南朝鮮では政府樹立以前の48年５月11日にすで
に南朝鮮過度政府法第11号「国籍に関する臨時条
例」が、さらに樹立後の48年12月20日には韓国国

籍法が公布・施行されていたが、日本政府はこれ
らの朝鮮における立法とは無関係に、あくまで朝
鮮人は「日本国籍を失っていない」との見解を
採ったのである。GHQ内部ではこれに対し、49
年頃、在日朝鮮人に国籍選択権を与えるか、ある
いは「外地」戸籍を日本に転籍できるような措置
を採るべきではないかとの声が挙がったことが
あったが、結局これも採用されることはなかっ
た（22）。
　
三、日韓会談と在日朝鮮人の「国籍選択権」
　
（一） 在日本大韓民国居留民団の法的地位論

（1949年）
　1949年に入り米国を中心に対日講和会議の準備
が始まると、在日朝鮮人の、特に大韓民国を支持
する在日本大韓民国居留民団（以下、民団）のな
かで、在日朝鮮人の国籍に関する検討が始まる。
朝鮮民主主義人民共和国やそれを支持した朝連
は、対日講和会議や日本との直接交渉の準備過程
から完全に排除され、それどころか49年９月８日
には、団体等規正令により朝連が解散されてし
まったため、具体的な交渉を念頭に置いた国籍論
の検討の形跡を見出すことができない。よって、
ここでは民団やそれに近い論者の論説を中心にそ
の国籍論を検討したい。
　まず、1949年８月ごろに作成されたと思われる、
金正柱民団中総外務部長名のパンフレット「在留
同胞の法的地位について」を見よう（23）。このパ
ンフレットは金正柱が「国語を解得できない在留
二世青年のために講義したもの」をまとめたもの
である（24）。
　金は議論の前提として、在日朝鮮人の国籍につ
いて「われわれは明らかに外国人であります。外
国人としての国籍を取るべきであります。従て、
例外なく外国人としての法律待遇を受けるべき地
位にあることは、最早や一点の疑念を挟む余地が
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ありません」と主張する。それまでの在日朝鮮人
団体の主張の延長線上に、「外国人」としての待
遇を求めたものといえる。
　金がここで主たる批判の対象としたのは、在日
朝鮮人の国籍は連合国と日本の講和条約により決
定されるとの見解である。これは日本政府及び連
合国の見解だったわけだが、金はこれに対し三つ
の理由をあげて批判する。以下は筆者によるその
要旨である。
　

①今回の戦争の終結が特殊な形式を採ってい
る。具体的には、日本は45年９月２日の降伏
文書調印により朝鮮の独立を含む領土の変更
を決定しており、よって在日朝鮮人の国籍も
また、降伏文書調印と同時か「少くもその直
後にポツダム宣言の趣旨に依て決定されるべ
き性質のもの」である。
②休戦から講和までの期間が長く、このた
め、賠償問題などは講和条約をまたずに個別
的に決定・実施しており、国籍問題も条約締
結を待つ必然性は無い。
③日本から分離されるべき地域の人民の数が
多く、なかでも最大の数を誇る在日朝鮮人を
日本の主権下におくことは現実を無視してい
る。

　
　講和条約を待たずに朝鮮人の国籍は変動すると
の主張は、日韓会談開始時の韓国側主張と同様で
ある。
　金は併せて「韓日合邦は不法行為に基く強要意
思であるために国際法上無効」であり、「韓国の
独立は停止されていた主権行使の復活に過ぎ」
ず、しかも「国際連合の大韓民国承認は、韓国人
の地位を国際公認で認定した」ため、「韓国人の
法的地位も無条件復帰を実現せねばならぬ」と主
張した（25）。
　また、金は在日朝鮮人固有の問題として、国籍

選択権と帰国強要の問題をあげ、次のように指摘
する（26）。
　

　固より日本に残留する韓国人は、割譲され
る地域の人民とはその意義が根本的に相異し
ていることは既に述べた通りでありますが、
仮令旧国家（？）である日本に定住する人々
についても、恐らく従来の国籍に甘んずる人
は殆んど皆無であろうと思われます。しかし
特殊な事情にある人、例えば日本人と血縁関
係にある人とか、日本の戸籍に因縁を結んだ
人の中で、或は旧国籍を選ぶ一部の人に適用
される範囲がないとも限りません。
　その次の帰国強要の問題は、従来の国際実
例からすれば国籍選択に依て新国籍を取得す
るようになれば、数ヶ月のうちに選択した国
に住所を移すのが普通であります。恐らく日
本も国土と食糧の関係から在留韓国人の帰国
を積極的に強要することと思われます。しか
しわれわれの中には、戦争前から総督政治の
虐待に堪え兼ねて流浪転入した自由労働者、
或は戦時中強制労働に従事させるために引致
された徴用労働者が大多数であります。つま
り日本に居住するのは、われわれ自身の意思
というよりは寧ろかれら自身の責任でありま
す。われわれの血と汗とで築き上げたこの地
番はそう簡単に投げ出して怨み深き日本から
やすやすと引き揚げることは決して出来ない
仕業であります。

　
　このように、金は韓国国籍を選択した在日朝鮮
人が大多数にのぼることを想定して、「帰国強要」
については、渡日が日本の責任によるものである
から、これに反対するとの立場を採った。また
「特殊な事情にある人、例えば日本人と血縁関係
にある人とか、日本の戸籍に因縁を結んだ人の中
で、或は旧国籍を選ぶ一部の人に適用される範囲
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がないとも限りません」としており、前述の小林
哲のようなケースについては、日本国籍選択の可
能性がありうるとの予測に立っている。
　
（二） 「韓国併合」無効論と在日朝鮮人の「日本

国籍」
　民団中総外務部の法的地位に関する見解は以上
のようなものであったが、上の講義ではなお若干
不明瞭な点が残る。それは、「韓国併合」が国際
法上無効との主張と、在日朝鮮人の「日本国籍」
の関連性である。日本政府によれば、朝鮮人が日
本国籍を取得した法的根拠は「韓国併合に関する
条約」（1910年８月２日）であったが、仮に「併合」
が無効であるならば、在日朝鮮人の国籍はどうな
るのかについて上の講義は明確ではない。
　この問題について、1949年10月発行の金斗銖民
団中央監察局長名のパンフレット『当面の緊急問題
（第六分冊）国籍確定と退去及財産問題』は、より
明確に以下のように国籍選択権論を批判する（27）。
　

　国籍選択というものは、その前提として選
択権を持つ者が分離前の支配国の国籍を有し
ているとの基礎の上で、国籍選択という言葉
を用いる。すなわち、一国に国籍を有してい
るが民族的にみて新たな国の国民となる者で
あるため、国籍を変更し、自己の母国国民と
なるようにするのがこの国籍選択である。
　上記の例では新生国家の国民となる者が分
離前に支配国国籍を有していた。しかしわが
韓国国民は我が国が解放され独立したとき、
日本の国籍を有していなかった。すなわち、
日本の軍事占領下で一時我が国の主権が国内
で有効に発動しえなかったに過ぎず、我が三
千万全民族が法律上日本国籍を有していな
かったのは事実である。日帝時代の韓国人は
フランス法にいう Sujetに等しい。〔…〕よっ
て我が韓国人が我が国が独立した後まで、日

本に在留しているとしても、上に記したよう
に一旦日本国国籍者として取り扱うというこ
とは無理なことであり、よって国籍を選択す
ることも理論上矛盾である。

　
　すなわち、このパンフレットは日本の植民地支
配は「軍事占領」であり、朝鮮民族は「法律上日
本国籍を有していなかった」との立場から、日本
国籍を「選択」することは理論上の矛盾に陥る、
と主張したのである。なお、「フランス法にいう
Sujet」とは、フランス市民権を有しない者を指
し、「臣民」や「隷民」と訳される。ただ、松沼
美穂によれば、「Sujet」であっても植民地の住民
は国籍の点ではフランス人として扱われたため、
金の類比は不正確である（28）。
　「併合＝無効論」と日本国籍の関係をより詳細
に論じたものとしては他に、雑誌『自由朝鮮』
1949年８月号及び９月号に掲載された全平「韓日
合併と韓国人の国籍上の地位」がある（29）。全平
がいかなる人物かは明らかではなく、ペンネーム
の可能性もある。
　ここでは「韓国併合」の実行の着手は、1905年
11月17日の「韓日協約」（乙巳保護条約、第二次
日韓協約）による外交権の停止と統監府の設置で
あるが、これは「日本軍の韓国宮廷内に於ける公
然たる強制」のもとで行われたもので有効ではな
く、1910年の併合条約における「統治権の移譲」
は、「軍政に対する外交辞令」であるとする。よっ
て、これにより「韓国国民が直ちに日本国国籍を
取得したと解するのは不可である」というのが、
全の主張である。残念ながら後半の「六、主権と
国籍」「七、国籍取得の強制性」「八、結論」を論
じた『自由朝鮮』49年９月号を筆者は発見できて
おらず、解放後の在日朝鮮人の国籍に関する全平
の主張は不明であるが、前述のパンフレットもこ
の論文に言及しているため、おそらく同趣旨と思
われる。
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　なお、パンフレットは韓国国籍回復後の退去の
問題について、ヴェルサイユ条約において在ドイ
ツ・ポーランド人の残留か帰国かを自由意志に任
せたことにならい、むしろそれ以上の手厚い措置
をとるべきとする。その理由も、かつてドイツ国
籍を有していたポーランド人とは異なり、「はじ
めから日本の国籍を持っておらず、ただ自動的に
我々の国籍を回復する立場であるため」としてい
る。
　このように、金斗銖のパンフレットは1905年の
保護条約及び併合条約の無効論に基づき、韓国国
籍回復と日本国籍選択権の否定を主張するもので
あった。ある意味では植民地支配への批判的視座
に立った国籍選択権の否定ともいえるが、このパ
ンフレットには一方で次のような記述もある。
　

　われわれがこの国に居住するがゆえに、こ
の国の目的が再び弱小民族だと蔑視しようと
するものになったり、或は帝国主義の領土的
野望を持たない限り、この国の民主化のため
に、そしてわが韓国人の正当な収益のために
互いに協調し、また一部破壊分子に対して互
いに協力しなければならない。（27）

　
　1949年10月という刊行時期を考えると、ここで
の「一部破壊分子」は朝連を指すものと考えられ
る。このパンフレットは、冷戦の論理に立って権
利保障の対象を、非朝連系の在日朝鮮人に限定し
ていたといえよう。
　
（三） 日韓会談における国籍選択権と「日本国籍

喪失」
　これらの講義やパンフレットはいずれも具体的
な日韓の交渉を念頭において作られたものだが、
実際の会談では在日朝鮮人の国籍選択の問題はど
のように扱われたのであろうか。日韓予備会談・
第一次会談は51年10月20日に始まり、52年４月25

日に終わった。ちょうど対日講和条約調印（51年
９月８日）から発効（52年４月28日）のあいだに
行われたことになる。在日朝鮮人の法的地位問題
が協議の対象となり、具体的には国籍、在留権、
処遇（財産権、職業権、教育、生活保障など）、
財産搬出と送金問題が議論された。ここでは、日
韓予備会談及び第一次会談での「在日韓国人」の
法的地位に関する協定案作成過程の議論をみてみ
よう。
　予備会談での日本政府の立場は、当初より
「（１）在留韓国人に対し国籍選択権を認めない方
針であり、且つ、（２）その日本国籍離脱の時期
は、平和条約の解釈上、韓国の独立を正式に承認
する同条約の発効と同時であるとの見解並びに方
針」というものであった（30）。一方、韓国政府の
立場は（１）在日朝鮮人はいずれも韓国国籍であ
り、（２）「日本国籍離脱」の時期は平和条約発効
によるものではなく、ポツダム宣言受諾によると
いうもので、国籍選択権については終始争いがな
かったといわれる（31）。
　しかし、近年公開された日韓会談文書をみる
と、国籍選択権の問題が全く議論されなかったわ
けではないようだ。52年１月15日の非公式会談に
ついての日本側記録には、韓国側代表は次の通り
語ったと記されている（32）。
　

　日本側は本会談において韓国側をして在日
韓人の国籍を確認させることに易々と成功し
得をしている。実は韓国内部には大体におい
て老年の理想主義者で血統主義を唱えるもの
と大体において弱年の実利主義者で国籍選択
権を説くものとの二派があり、昨秋の会談開
始前に釜山で会議を開いた際も七時間の討議
の後未決となった挙句李大統領自身の採決で
国籍選択権不採用を決定した次第である。反
対派はその後も策動を続け、本年初頭大統領
もついにこれ等に動かされて国籍選択権を主
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張すべしと一時的にではあるが決定されたこ
とはご承知のとおりである。〔…〕在日韓人
の保護が余りにもうすいという話が出るたび
にこれ等韓人をして日本国籍を選ばせ日本人
と同じ保護を受けさせる方が韓国政府が非難
をうけること少く且当人達のためにもよいと
いう説を唱えるこれ等反対派の意見が強くな
る訳であるが、最近又かかる主張が唱導され
我等は困難を感じている次第である。 

　
　つまり、韓国国内でも在日朝鮮人への日本国籍
選択権を認めるよう交渉せよという有力な見解が
あり、それは「大体において弱年の実利主義者で
国籍選択権を説くもの」であったというのであ
る。
　また、日本国籍喪失についても、日本側公開文
書に記録された第17回国籍処遇小委員会（1951年
12月８日）での韓日間の以下のやりとりは興味深
い内容を含んでいる（33）。
　

Q　次に最も厄介な問題であるが、第一の国
籍の項は実益のないことだから落してもらい
たい。韓国には日本の朝鮮統治時代の革命分
子がおり、かれ等は「日韓併合条約は無効で
あり、われわれは日本国籍を取得した記憶は
ない」と主張している。この「日本国籍を喪
失云々」は徒らにかれ等を刺激するに過ぎな
いので実害があると思う。
A　事情はよく諒解するもこの会談の根本は
国籍にあり、国籍が変更するのに伴い諸般の
問題がおきてくるのであるから、国籍の項を
削除することは絶対容れられない。表現方法
等については考究してもよい

　
　「第一の国籍の項」とは、日本側が提案した協
定案中の「一、国籍」の「在日韓国人の日本国籍
喪失及び大韓民国国籍取得については、それぞれ

当該国籍国の国内法によって決定する」との規定
を指す。
　韓国側はこのような事情のため、「日本国籍喪
失」の時期を表記しないことを求めたが、日本側
は妥協案として52年１月24日の第23回国籍処遇小
委員会で「両国は、在日韓国人が大韓民国国民で
あって、日本国民ではないことを承認する」とす
ることを提案し、これにより妥結に至った（34）。
ただ、３月20日の第31回小委員会では、さらに韓
国側より「在日韓人が大韓民国国民であって、日
本国民でないことを確認する」を「在日韓人が大
韓民国国民であることを確認する」に修正するこ
とが求められたが、これも「在日韓人が過去にお
いて日本国民であったという表現を避けたいた
め」であった（35）。
　結果、52年４月１日作成の「在日韓人の国籍及
び処遇に関する協定案」は「在日韓人」について
次のように定めることになった。
　

第一条　この協定において、在日韓人とは、
太平洋戦争の戦闘の終止の日以前から引き続
き日本国に住所を有する韓人をいう〔略〕
第二条
１　大韓民国は、在日韓人が大韓民国国民で
あることを確認する。

　
　争いのあった韓国国籍取得の時期については51
年11月９日の第５回国籍処遇小委員会で、双方の
主張を「黙認」することになったため（36）、韓国
国籍取得時期が記されていない。また日本国籍の
喪失時期についても、韓国国内における「日本の
朝鮮統治時代の革命分子」の「日韓併合条約は無
効であり、われわれは日本国籍を取得した記憶は
ない」との主張を刺激しないための配慮から、記
されないこととなった。この協定案は結局、この
時点では条約となることはなかったが、これらの
点については以後も修正は無い。
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　こうしてみると、在日朝鮮人の「日本国籍喪失」
は併合条約の合法性という日韓会談の中心的論点
と密接な関わりがあったことがわかる。実は前述
の金斗銖は第一次日韓会談にオブザーバーとして
参加していたのだが、韓国側はこの問題について
は日本国籍が存在しなかったとの立場に立ってお
らず、金や『自由朝鮮』論文の併合無効＝日本国
籍不存在の主張は採用されていない。

四、対日講和条約発効後の「日本国籍権」論争

（一）鄭然圭「在日朝鮮人の日本国籍権剥奪」
　第一次日韓会談が終わった52年４月25日の三日
後、対日講和条約は発効し、日本政府は朝鮮人・
台湾人の日本国籍を喪失させた。これまでみたよ
うに、民団も韓国政府も日本国籍選択権を主張す
ることは無かった。しかし、この措置に対し何の
議論もなかったわけではない。実は1953年に、こ
の国籍喪失措置について日本共産党機関誌『新し
い世界』誌上で興味深い論争が行われた。本節で
はこの論争について検討したい。
　発端は『新しい世界』の「読者論壇」欄に掲載
された鄭然圭の投稿「戦争か平和か　在日朝鮮人
の日本国籍権剥奪」である（37）。鄭然圭は1920年
代から日本で創作や文筆活動を展開した文筆家
で、「満州事変」以降は急速に親日化して「皇道
派」の立場からファッショ的な論説を展開した人
物であったが、解放後は岩手にて個人誌『魂』を
発行していた。1950年代には『改造』など総合雑
誌にも寄稿している。
　この論説は鄭の次のような指摘から始まる。
　

　日本の朝鮮統治四十年間に、在日朝鮮人が
血とあぶらと命をもってあがないえた権利
が、日本国籍権である。この権利があるので、
在日朝鮮人は日本人と同様の居住権、生活
権、公民権、産業権その他の権益をもってい

る。この権利はたんに在日朝鮮人個人の権利
であるばかりでなく、実に朝鮮国の日本に有
する権益であり、朝鮮民族の日本における発
展の基盤である。一度この基盤権利を失って
外国人となれば、いつかは日本から退去しな
ければならぬ。
　日本政府が昨年四月二十八日、在日朝鮮人
の日本国籍喪失を宣言するまでには、実に用
意周到な計画を進めてきたのであった。〔…〕
そして南鮮〔ママ〕韓民国政府に親日工作を
行い、日韓会談で、在日朝鮮人の国籍を韓民
国人として認めしめたのであった。

　
　鄭はこのように、日韓会談を視野に入れつつ、
52年４月28日の日本国籍喪失措置を批判した。後
述するように、「在日朝鮮人は日本人と同様の居
住権、生活権、公民権、産業権その他の権益を
もっている」は正確ではないが、日本国籍選択を
「権利」としてとらえ、国籍喪失措置を批判した
例外的な論説といえる。
　それでは、なぜ日本国籍権剥奪は不当なのか。
鄭は次のように指摘する。

　平和条約は連合国との条約であって、朝鮮
国との条約ではない。朝鮮国ならびに未講和
国と日本とのあいだはまだ休戦状態で、これ
ら諸国と日本とのあいだには、連合国占領中
の、在日朝鮮人日本国籍協定のみが有効であ
る。〔…〕だから日本政府が在日朝鮮人の日
本国〔籍〕喪失を宣言したり、外国人登録を
させたりしたことは、それは権限のないも
の、不法行為であって、在日朝鮮人の日本国
籍は、そのまま継続されている。〔…〕朝鮮
独立承認の義務によって、日本政府は今後と
も在日朝鮮人中の或者が、朝鮮国籍取得を志
望する時にはこれを許し、その取得を承認し
なければならぬとともに、在日朝鮮人の日本
国籍帰属については、平和条約発効ととも
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に、その日本国籍を確認するの義務がある。
　
　確かに、対日講和会議には南北朝鮮いずれの代
表も正式に参加しておらず、わずかに韓国代表が
オブザーバーとして参加しただけであった（38）。
これをとらえて「もし日本政府が在日朝鮮人の日
本国籍をはくだつして朝鮮国人または韓民国人と
する時には、朝鮮と日本とはまだ講和がなってな
く戦争状態にある。したがって在日朝鮮人は朝鮮
国人又は韓民国人として、日本国内で日本と戦争
状態になるわけである」と論じている。鄭からす
れば、日本と朝鮮はいまだ講和しておらず、日本
政府が勝手に「日本国籍権」を否定することはで
きない、ということになる。論説のタイトルが
「戦争か平和か」になっているのはこのためであ
る。
　また、「連合国占領中の、在日朝鮮人日本国籍
協定」とは、おそらく46年11月12日の GHQによ
る「日本にある朝鮮人で総司令部の送還計画に基
づく帰国を拒否したものは、今後在日朝鮮人は朝
鮮政府が正式に成立して、同政府が以上の在日朝
鮮人を朝鮮人として公式に承認する時期が来る迄
今後は日本の国籍を有するものとみなされる」と
いう発表を指すと思われる（39）。この発表は、翌
日の新聞各紙が「帰鮮拒めば日本国籍へ」という
形で報道したため、在日朝鮮人団体や朝鮮内の新
聞から猛烈な反発を招いた（40）。鄭はむしろこれ
を在日朝鮮人の「日本国籍権」の根拠としたので
ある。
　実は鄭は、解放直後より在日朝鮮人の日本国籍
取得について関心を寄せていた。1947年発行の個
人誌『魂』にて、鄭は「日本永住希望朝鮮人へ」
と題して「講和後においても日本に居住しなけれ
ばならない人たちや、又は日本の国籍を取得して
朝鮮民族の繁栄のために永住した人たちは、真面
目に将来のことを考えて連絡して下されば出来る
だけご相談にのります」と書いていた（41）。

　ただ、鄭が日本国籍取得を促した理由は先に紹
介した小林哲のような生活上の必要からというの
みに留まらない。47年に出版した『在日朝鮮人問
題と各国繁栄線前進　日本軍閥帝国主義の陰謀』
なる著書では次のように記している（42）。
　

　朝鮮人が日本の国籍を取得して、朝鮮民族
の繁栄線をあの狭い朝鮮半島より日本に前進
せしめることこそ最も愛国者的な行いであ
り、朝鮮民族百年の大計のためであるからド
シドシ帰化手続をしてもらいたい。又こうし
た政治的なむづかしいことを考えなくとも、
日本に住みたい人たちは日本国籍取得の手続
をしたがよい

　
　このように鄭は、日本国籍を取得して「朝鮮民
族の繁栄線」を「日本に前進せしめることこそ最
も愛国者的な行い」との極めて特異な立場から、
日本国籍取得を促していた。このため、講和条約
発効に伴う日本国籍喪失措置に敏感に反応したの
である。
　
（二） 朴在魯の鄭然圭批判と在日本朝鮮統一民主

戦線の国籍論
　鄭然圭の論説に対しては、同じく『新しい世界』
53年７月号の「読者論壇」欄に朴在魯の批判が掲
載された（43）。朴在魯は朝連時代からの活動家で、
当時は朝連の後継団体である在日本朝鮮統一民主
戦線（以下、民戦）の幹部であった。朴は後に在
日本朝鮮人総連合会の副議長を務める。
　朴は鄭の論説を全面的に批判した。その要旨は
以下の通りである。
　

①戦時中・解放後の在日朝鮮人は「日本人同
様の」権利を有していたわけではない。公民
権、産業権、居住権、生活権のいずれも不十
分である。
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②日本政府は朝鮮人に「日本人同様の待遇」
を与えることを承諾したことはない。「第三
国人」「非日本人」「連合国人でない外国人」
などを使い分け、義務を強要し権利を制限し
た。
③朝鮮等未講和国と日本との間は休戦状態で
はない。朝鮮はポツダム宣言により独立した
のであり連合国ではない。
④帰化を主張しているが、現在日本政府に帰
化を申請しているものは「すべて民族反逆者
か犬である」
⑤「朝鮮国」と表記し中立を標榜するのは
「帝国主義者の手先」である。

　
　①と②は確かに朴の批判通り、日本政府は朝鮮
人に日本人と等しい権利を与えていたわけではな
かった。ただ、③で朝鮮が連合国ではないと断定
しているのは、当初の朝連の議論や、講和会議に
至る韓国政府の主張とは異なり、むしろ日本政府
の主張に近い。また、④について、鄭は必ずしも
「帰化」を主張しているのではなく、日朝講和に
よる日本／朝鮮国籍の選択権を求めている。この
点では朴は鄭の主張を正確に捉えておらず、議論
がかみあっているとは言いがたい。
　朴の論説で最も強調されているのは、⑤に関連
する論点である。つまり、国籍選択の問題は日本
と朝鮮というよりも、朝鮮民主主義人民共和国か
大韓民国かの対立にある、という主張である。こ
れについて朴は以下のように主張する。
　

　現に外国人登録法において、在日同胞は、
売国奴李承晩に反対する人びとは九割まで
「朝鮮」と登録した。明かに「大韓民国」の
登録を強要する一方的なやり方をはねのけて
いることは、朝鮮民主主義人民共和国の国籍
を主張しているものであり、岡崎外相も法務
委で最初は「韓国」でなければ駄目だといっ

たが、ついにこの「朝鮮」の国籍を書き入れ
ることを承にんせざるを得なかった。今日実
質的に共和国の国籍を斗いとりつつあり、又
敵も認めている。

　
　講和条約発効と同じ日に外国人登録法が公布・
施行され、８月より外国人登録の一斉切替が始
まったが、民団が登録切替に際し「国籍は一律的
に大韓民国とする事」を日本政府に求めた（44）。
このため、民戦と祖国防衛全国委員会は「登録更
新を反対することにより強制隔離、強制追放及び
徴兵を粉砕し、ひいては日本再軍備と祖国に対す
る侵略を失敗させる」（45）との目的から組織的な
切替反対運動を展開することとあわせて、外国人
登録の国籍欄を「朝鮮」とする運動を展開したの
である。
　このように、この頃の共和国を支持する旧朝連
系の在日朝鮮人団体の国籍論議の焦点は、韓国国
籍の強要反対に置かれていた。1952年７月23日付
の「在日朝鮮民族の当面の要求（綱領）草案」は、
「諸要求」の一つとして「13　自由に国籍をきめ
ることが出来る、本人が希望すれば何時までも日
本に居ることが出来る、祖国朝鮮との交通往来、
交易の自由」をあげているが、すでにこの時点で
在日朝鮮人の日本国籍喪失措置が採られており、
ここでの「自由に国籍をきめる」の意味は、韓国
国籍強要に反対することを指す。在日本朝鮮統一
民主戦線（以下、民戦）ら旧朝連系の団体にとっ
ては、韓国国籍強要は韓国への強制送還をもたら
すものと理解されており、強要反対は在留権の確
保と密接に結びついていたのである。
　さらに、鄭然圭の論説が掲載される直前の53年
２月19日には、共和国の祖国戦線中央委員会第五
次会議（1953年２月19日）が「在日朝鮮同胞たち
に送る祖国統一民主主義戦線中央委員会の呼訴
文」を採択し、「あなた方に対する仇敵たちの強
制送還に反対し朝鮮民主主義人民共和国の国籍を
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守護し、一層勇敢に闘おう！」と呼びかけていた（46）。
そもそも外国人登録の国籍欄の「朝鮮」表示は日
本の行政実務上の記号に過ぎなかったが、朴が
「朝鮮」表示を「実質的に共和国の国籍を斗いと
りつつあ」ると評価したのは、以上のような文脈
に置いてであった。
　そもそも鄭がなぜ日本共産党発行の雑誌に投稿
したかは不明だが、編集サイドがこれを掲載した
理由は、鄭の批判というかたちで朴在魯の主張を
広めるためだったものと思われる。『新しい世界』
はそれ以前にも朝鮮人の送還を肯定する匿名の投
書を掲載し、編集部がこの投書には「ひじょうに
誤った危険な考え方がふくまれています。真面目
なこの筆者とともに、読者のみなさんもこの問題
をほり下げて考え、たくさん意見を送って下さ
い」と批判的意見を促したことがあった（47）。そ
の後の『新しい世界』には鄭然圭の反論は掲載さ
れておらず、論争はこの一回限りで終わったよう
だ。

五、おわりに
　
　冒頭の問いに戻ろう。当時の在日朝鮮人団体は
国籍問題をどのように理解していたのか、また、
本当に国籍選択権をめぐる議論は無かったのか。
　第一の問いについていえば、在日朝鮮人団体が
いずれも「外国人」としての地位を求めたのは、
単なる「単一民族国家」観によるものではなく、
そこには日本の植民地支配からの独立を獲得する
という課題があったことを指摘しておく必要があ
る。日本政府が解放後においても、朝鮮人を日本
国籍を失っていない「臣民」として扱い、送還権
限を行使したため、これへの抵抗のなかで「外国
人」としての在留権保障を在日朝鮮人団体は求め
た。また、日韓会談を念頭に作られた民団の法的
地位に関する文書は、1905年の保護条約及び1910
年の併合条約の無効論の立場から、日本国籍の不

存在を主張した。併合＝無効論の帰結としての日
本国籍選択権の排除という論理が存在したのであ
る。
　しかし、日韓会談ではこうした併合＝無効論に
立つ日本国籍不存在論は、韓国側代表にも採り入
れられたわけではなく、むしろ併合条約の評価に
立ち入らないかたちで法的地位の協定案は作成さ
れることになった。併合無効＝日本国籍不存在の
立場は、韓国政府にとっては厄介なものであった
ようだ。また、民団の主張は日韓が協力して「一
部破壊分子」と対決するという冷戦の論理に立つ
ものであり、そこで権利保障の対象を、非朝連系
の在日朝鮮人に限定していた。
　第二の問いについては、団体とは異なり、小林
哲のような日本国籍の取得を求める在日朝鮮人の
間では、「国籍選択」への関心が存在しており、
一部ではあるが鄭然圭のような「国籍選択権」を
主張する意見もあった、と答えることができる。
日本国籍喪失措置はほとんど問題とならなかった
と考えられてきたなか、「日本国籍選択権」を掲
げた鄭然圭の主張は極めて特異ではあるが、興味
深いものといえるだろう。
　また、鄭と朴在魯の論争が存在したことから、
在日朝鮮人団体でもこうした主張を知らなかった
わけではなかったこと、そして、この頃の朝鮮民
主主義人民共和国か大韓民国かをめぐる民戦の
「国籍選択の自由」論において、具体的には外国
人登録の国籍表示を「朝鮮」とすることで共和国
国籍の獲得とみなす主張が組織的に取り組まれた
ことも見て取れる。民戦は韓国籍強要＝強制送還
＝在留権の危機ととらえ、朝鮮民主主義人民共和
国国籍との「国籍選択の自由」論を展開した。ま
た、民戦は1953年の祖国戦線の呼訴文以降、外国
人登録上の国籍表記を積極的に「国籍」と位置づ
けていったのである。
　最後に、これらの議論はいずれも、在日朝鮮人
の在留を不安定化させることを自らの利益と考え
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る日本の政策を修正し、無権利状態を改善しよう
という欲求から出てきたものであることを強調し
ておきたい。51年８月10日、出入国管理庁は、講
和条約締結後、在日朝鮮人の帰化はほとんど許可
されると考えられるが「思想及び治安の問題」か
ら考えるとむしろ「その帰化を制限して、好まし
からぬ外国人

0 0 0

として『朝鮮人』を強制退去させる
ことができる途を開いておくように配慮する必要
がある」（傍点原文）との見解を示したが（48）、法
的地位を可能な限り安定させないという志向性は
敗戦後日本の在日朝鮮人への施策に一貫してい
る。外国人として正当な地位を求める主張も、日
本国民への「帰化」「転籍」を求める主張も、こ
うした施策を修正させようとするものだった点で
は一致していた。国籍の承認と在留権の安定化と
いうこの課題は、以後も在日朝鮮人の切実な要求
として残り続けることになるのである。

注

（１）出入国管理令（51年10月４日公布、11月１
日施行）と、外国人登録法（52年４月28日
公布・施行）は、いずれも「外国人」の定
義を「日本の国籍を有しない者」としてい
たため（出入国管理令第二条第二項、外国
人登録法第二条第一項）、在日朝鮮人が日
本国籍喪失後にどの国の国籍を取得するこ
とになるのかが曖昧な状況であったにもか
かわらず、ただちに入管法制の対象となっ
たのである。

（２）松本邦彦「在日朝鮮人の日本国籍剥奪──
日本政府による平和条約対策研究の検討」
『法学』52巻４号、東北大学法学会、1988年。
朝鮮国籍を「回復」させ、日本国籍取得を
望む場合は「帰化」によるという意味で、
この方針は「回復プラス帰化」方式と呼ば
れる。ただ日本政府は結局、日韓間での国
籍問題の解決以前に、しかも朝鮮民主主義

人民共和国とは交渉すら行わないままに日
本国籍喪失措置を採った。つまり「回復」
はフィクションであったに過ぎない。

（３）文京洙「在日朝鮮人にとっての『国民国
家』」、歴史学研究会編『国民国家を問う』
青木書店、1994年、213頁。

（４）小林知子「戦後における在日朝鮮人と「祖
国」　朝鮮戦争期を中心に」『朝鮮史研究会
論文集』34集、緑陰書房、1996年。

（５）大沼保昭「在日朝鮮人の法的地位に関する
一考察（一～六・完）」『法学協会雑誌』96
巻３、５、８号、97巻２－４号、1979－80
年（後に『在日韓国・朝鮮人の国籍と人権』
東信堂、2004年として出版）。

（６）田中宏「在日朝鮮人政策の不条理な出立
─“日本国籍喪失”の論理にひそむもの」
『日本のなかのアジア』大和書房、1980年、
松本前掲論文、飛田雄一「サンフランシス
コ平和条約と在日朝鮮人」『在日朝鮮人史
研究』６号、緑陰書房、1980年。

（７）金太基「在日韓国人三世の法的地位と「一
九六五年韓日協定」（一、二・完）」『一橋
論叢』105巻１号、106巻１号、1991年。

（８）宮本正明「朝鮮の『解放』と日本」、趙景
達編『植民地朝鮮　その現実と解放への
道』東京堂出版、2011年。日本政府と朝鮮
総督府の朝鮮に対する主権の解釈について
は、長澤裕子「研究ノート：『ポツダム宣
言』と朝鮮の主権──『朝鮮に対する日本
の主権維持論』を中心に」『現代韓国朝鮮
研究』６号、現代韓国朝鮮学会、2006年を
参照。

（９）大沼保昭編「《資料と解説》出入国管理法
制の制定過程１」『法律時報』第50巻４号、
1978年４月、95頁。

（10）大沼保昭『単一民族社会の神話を超えて』
東信堂、1986年。



─64─

植民地の独立と人権─在日朝鮮人の「国籍選択権」をめぐって  　

（11）「日本政府側立会ノ下ニ行ハレタルマ司令
部ノ朝鮮人団体代表者ニ対スル対談要旨」、
『華鮮労務対策委員会活動記録』アジア問
題研究所、1981年復刻。

（12）「朝鮮独立促成人民大会　横浜に開かる」
『アカハタ』1945年12月19日付。

（13）「歴史的全国代表者会議開く　準連合国人
待遇を」『朝鮮人生活権擁護委員会ニュー
ス』1946年11月29日付。

（14）準備委員会書記局編「在日本朝鮮居留民団
結成大会会議録（檀紀4279年10月３日）」
在日韓人歴史資料館蔵。

（15）朝連・民団と日本政府の外国人登録令をめ
ぐる交渉については、拙稿「外国人登録令
と在日朝鮮人団体　登録実施過程を中心
に」『研究紀要』17号、世界人権問題研究
センター、2012年を参照。

（16）LS, Box no.2189,Folder 19,From: Kobayashi 

Tetsu To: General MacARTHUR, Jul 24, 1947.
GHQ/SCAP Records.なお、原文には句読点
は無く旧字により記されているが、読解の
便宜上句読点を補足し、新字に改めた。

（17）内務省調査局「外国人登録事務取扱要領」
（1947年６月21日）『外国人登録例規通牒綴
其ノ一　自昭和二十二年至昭和二十四年』
京都府総務部渉外課。

（18）「視野　半島人の転籍」『読売報知』1944年
10月24日付・朝刊。

（19）岡本真希子「アジア・太平洋戦争末期の在
日朝鮮人政策─「大日本帝国」下の「一般
処遇改善」をめぐって」『在日朝鮮人史研
究』27号、1997年、37頁。

（20）金英達『在日朝鮮人の帰化』明石書店、
1990年、９頁。

（21）同上書、８頁。
（22）ロバート・リケット「在日朝鮮人の民族自

主権の破壊過程」、三橋修、蝦名良亮、ロ

バート・リケット、李榮娘「共同研究─占
領下に於ける対在日朝鮮人管理政策形成過
程の研究（一）」、『青丘学術論集』６集、
1995年、213頁。

（23）金正柱「在留同胞の法的地位について」『在
留同胞の当面問題（第一冊）』在日本大韓
民国居留民団中央総本部、朴慶植編『在日
朝鮮人関係資料集成〈戦後篇〉』〔以下『集
成』と略記〕第３巻、不二出版、2000年。
発行年月日は不明だが、本文中に「祖国が
解放されて既に４ヶ年、国家の独立が承認
されて既に一ヶ年を経ている今日」（２頁）
とあるので、1949年８月以降とおもわれる。

（24）同上書。
（25）同上書、５－８頁。
（26）同上書、９－10頁。
（27）全斗銖『当面의緊急問題（第六分冊）国籍

確定과退去及財産問題』在日本大韓民国居
留民団中央総本部、1949年10月、『集成』
第３巻所収。

（28）松沼美穂『植民地の〈フランス人〉　第三
共和政期の国籍・市民権・参政権』法政大
学出版局、2012年、第一章を参照。

（29）全平「韓日合併と韓国人の国籍上の地位」
『自由朝鮮』1949年８月号。

（30）「在留韓国人の法的地位についての日本側
見解（日本側提出）」1951年11月22日、『日
韓国交正常化問題資料　第Ⅰ期1945－1953
年』〔以下『日韓資料』と略記〕、第４巻、
現代史料出版、2010年。

（31）金太基は日韓会談における在日朝鮮人の法
的地位問題の交渉過程を検討した金太基
は、「第二次世界大戦後の世界的な慣例か
ら見たとき」、在日朝鮮人のうち「日本国
籍の保持を望むものには日本国籍を与える
（国籍選択権）べきであったが、交渉開始
時より日韓両政府の間には「在日韓国人の



　  植民地の独立と人権─在日朝鮮人の「国籍選択権」をめぐって

─65─

国籍が一律に韓国籍であることには、何の
意見の相違も存在しなかった」ため、日韓
間の交渉は「外国人」たる在日朝鮮人の処
遇の問題に焦点が置かれることになった、
と指摘する（前掲論文（一）、47頁）。

（32）「国籍処遇問題に関する非公式会談」1952
年１月15日、『日韓資料』第４巻所収。

（33）「国籍処遇小委員会（第17回）」1951年12月
８日、同上書所収。

（34）「国籍処遇小委員会（第23回）」1952年１月
24日、同上書所収。

（35）「国籍処遇小委員会（第31回）」1952年３月
20日、同上書所収。

（36）「国籍処遇小委員会（第５回）」1951年11月
９日、同上書所収。

（37）鄭然圭「戦争か平和か　在日朝鮮人の日本
国籍権剥奪」『新しい世界』1953年3月号。
鄭然圭の経歴については김태옥「정연규의 

삶과 문학 1920년대 중반까지의 활동을 중

심으로」『日本語文学』第27輯、2005年、
同「정연규의 삶과 문학 1920년대 중반부

터 1930년대 중반까지」『日本語文学』第
36輯、2008年、を参照。

（38）金民樹「対日講和条約と韓国参加問題」『国
際政治』第131号、2002年。

（39）「帰国せぬ朝鮮人は日本国籍」『マッカー
サー司令部重要発表及指令』1946年11月23
日付。

（40）例えば、46年11月14日付の『朝鮮日報』社
説はこれを「朝鮮民族の感情を理解できな
い最も甚だしい例」として、「政府が樹立
されていないとしても在日同胞は朝鮮国
民」と主張、GHQに日本国籍を在日朝鮮
人に持たせることに「一種の侮辱感」を禁

じえないこと、在日朝鮮人が帰還しないの
ではなく、帰還できない事情があり、この
措置により在日朝鮮人が受けた害は想像以
上のものであることについて考慮するよう
促した（「社説　在日同胞의国籍問題」『朝
鮮日報』1946年11月14日付）。また、朝連
ソウル委員会も声明を発表し国内同胞への
協力を呼びかけた（「在日朝鮮人連盟서울

市委員会、未帰国朝鮮人日国籍看做에声明
発表」『서울新聞』1946年11月15日付）。

（41）鄭然圭「日本永住希望朝鮮人へ」『魂』第
16巻168号、皇学会、1947年９月。

（42）鄭然圭『在日朝鮮人問題と各国繁栄線前進
日本軍閥帝国主義の陰謀』皇学会、1947年。

（43）朴在魯「読者論壇　鄭然圭氏のあやまり
強制送還をめぐって」『新しい世界』1953
年７月号。

（44）「外国人登録証切替に際しての要請事項」
（1952年10月４日）『集成』第３巻。

（45）「社説　再び登録更新拒否斗争について」
『解放新聞』1952年10月25日付。

（46）「在日朝鮮同胞たちに送る祖国統一民主主
義戦線中央委員会の呼訴文（三）」『解放新
聞』1953年３月６日付。

（47）「平和の希望は炎と燃えて　大平和祭りの
感想」『新しい世界』1952年11月号。実際に、
『新しい世界』1953年１月号には朝鮮人を
送還すべきとする主張を批判する投稿が二
編掲載された。　

（48）「平和条約締結後における国内『朝鮮人』
の地位に関する若干の考察」（管総）、1951
年８月10日、日本外務省開示文書、文書番
号548。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B4F4E89E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


